
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（注）　人件費Ｂには、特別職（市長、市議会議員など）に支給される給料、報酬などを含みます。

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数です。
      ３　類似団体：一般市（Ⅳ－1）とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体です。

 (3) 特記事項
（給与減額の状況）

〔 実施 〕

  実施期間 ： 平成２５年７月１日～平成２６年３月３１日

（給料）

職務の級の区分に応じた支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減額

１，２級▲４．２％　、３級▲６．０％　、４級▲６．２％　、５，６級▲７．２％　、７，８級▲９．２％

平成２５年４月１日現在のラスパイレス指数 １０７．２

平成２５年４月１日現在の参考値 　９９．０

減額時点（平成２５年７月１日）のラスパイレス指数 １００．０

（手当）

給料に連動した手当（期末・勤勉手当及び退職手当を除く。）については、減額後の給料月額を算定基礎とする

（その他）
　ア　その他の給与減額措置は、以下のとおりです。

詳細はこちらをご覧ください。

→ ５　特別職の報酬等の状況

→ ４　職員の手当の状況（６）

　イ　平成１７年１０月１日に１市３町１村（佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村）が合併し、現佐賀市が新設されま

　　した。また、平成１９年１０月１日付で、川副町、東与賀町及び久保田町を編入合併しました。

 (4) ラスパイレス指数の状況

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を
 　　　用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した
　　　　指数です。
　　　２　類似団体：一般市（Ⅳ-1）平均とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均
　　　　したものです。
　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした場合の値です。

国の要請等を踏まえた
減額措置の取組

区 分 減 額 措 置 内 容

特別職 　市長及び副市長の給料を１０～２０％減額

一般職 　管理職手当を５～１５％減額

千円 千円 千円

1,479 5,982,941 999,072 2,092,047 9,074,060 6,135

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A

２４年度 人 千円 千円 　　　　　千円

14,636,003 16.9 15.7

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）
類似団体：一般市(Ⅳ-1)
平均　１人当たり給与費　　　　　　Ａ

　　　　　（２４年度末）

236,017 86,779,030 1,490,657

２４年度 人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円

人件費 人件費率 (参考）

　　　　　千円 　　　　　　％

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ ２３年度の人件費率

佐賀市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支

％

6,457

(H20.4.1)

98.1

(H20.4.1)

99.1
(H20.4.1)

98.3

(H25.4.1)

107.2

(H25.4.1)

108.3 (H25.4.1)

106.6

（H25.4.1）

※参考値

99.0

（H25.4.1）

※参考値

100.1
（H25.4.1）

※参考値

98.5

（H25.7.1）

100.0

（H25.7.1）

106.7

（H25.7.1）

104.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

佐賀市 類似団体：一般市（Ⅳ-1）平均 全国市平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

円 円

円 円

円 円

※「平均給料月額」とは、平成２５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
　　当の額を合計したものであり、地方公務員実態調査において明らかにされているものです。
※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています　（平成２２年～２４年の３ヶ年平均）。
※ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１か月を超える期間を定めて雇われ
　　ている労働者、③日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用
　　された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労働者を除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は、民間労働
　　者の①に該当する職員のみであり、②又は③に該当する職員（嘱託）はデータの基礎から除いています。
　　民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
※　年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては
　　　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　③幼稚園教育職

歳 円

歳 円

歳 円

（注）１　「平均年齢」は、１０進法で表示しています。
      ２　「平均給料月額」とは、平成２５年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ３　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　 
　　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
　　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等
　　　　　を除いたもの）で再計算したものです。
　　　４　「類似団体：一般市（Ⅳ－1）とは、本市と人口規模、産業構造が類似している団体です。
　　　５  国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）の括弧書きは、給与改定・臨時
　　　　　特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

（2）職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額前）です。

　－ 円

中　学　卒 　－ 円 129,200 円 　－ 円

技能労務職 高　校　卒 135,600 円 137,200 円

163,987（172,200） 円

高　校　卒 140,100 円 140,100 円 133,418（140,100） 円

区　　　　　分 佐　賀　市 佐　賀　県 国

一般行政職 大　学　卒 172,200 円 172,200 円

佐 賀 県 45.6 385,764 421,730 円

類似団体：一般市（Ⅳ-1） 41.1 323,705 367,216 円

佐 賀 市 33.5 266,200 288,350 円

うち学校給食員 5,836,318 3,304,100 1.77

区　　分 平 均 年 齢 平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

うち用務員 5,784,349 2,809,400 2.06

Ｃ／Ｄ

佐 賀 市 ― ― ―

うち清掃職員 6,599,881 3,980,600 1.66

366,228 ― ― ― ―

区　　分

参　　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

309,534
(325,400)

― ― ― ―

類似団体：一般市（Ⅳ-1） 47.8 143 329,130 386,944

349,720 ― ― ― ―

国 49.9 3,272
272,119

（286,850）
―

調理士 42.8 247,200 1.47

佐 賀 県 51.6 206 334,415 375,502

うち学校給食員 52.8 31 354,504 363,198 359,165

358,008 用務員 53.7 202,700 1.79

廃棄物処理
業従業員

44.6 290,600 1.45

うち用務員 49.4 20 333,108 361,948

― ― ― ―

うち清掃職員 48.2 76 353,721 421,340 376,065

佐 賀 市 49.3 163 350,008 395,777 368,467

平均給与月額 Ａ／Ｂ
（Ａ） （国比較ベース） の類似職種 （Ｂ）

区　　分

公 務 員 民 間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

国 43.1 307,220（332,446） ― 376,257（405,463）

類似団体：一般市（Ⅳ-1） 42.3 329,893 421,387 380,185

佐 賀 市 43.1 328,283 391,093 353,276

佐 賀 県 43.4 336,826 409,725 362,809

区　　分
平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

平均年齢
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（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）対象となる職員数が１人又は２人の場合は、個人情報保護の観点から「アスタリスク（＊）」としています。
　　　対象となる職員がいない欄については、すべて「ハイフン（－）」としています。

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）１　佐賀市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（2）昇給への勤務成績の反映状況
①勤務成績の評定の実施状況

　　地方公務員法第４０条に基づき、平成１３年度から一般職員に対し９月３０日及び３月１日を評定日として年２回の

人事評価を実施しています。

　

②昇給への勤務成績の反映状況

　職員の勤務成績に応じて、次のいずれかの昇給区分に該当するか判断し、昇給号数を決定しています。

　　平成２５年１月１日の昇給において、行政職給料表を適用している職員１，３８５人中、昇給区分Ａに決定された
　者が２７４名（１９．８％）、区分Ｂに決定された者が１，０６６名（７７．０％）でした。

昇 給 の
号 給 数

55歳未満

３号以上 ２号

５号以上 ４号 ２号 ０号

55歳以上 １号 ０号

昇給区分
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

特に良好である 良好である やや良好でない 良好でない

円 ― 円 ― 円

職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

８　級 部長の職務又はこれに相当する職務
人 ％ 円

円 ＊ 円 364,518

標　準　的　な　職　務　内　容

円

中　学　卒 ― 円 ―

円 365,225 円 374,060 円

技能労務職 高　校　卒 ― 円 ＊

円 381,948 円 404,564 円

高　校　卒 ― 円 313,738

区　　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職 大　学　卒 273,038 円 356,748

７　級 副部長の職務又はこれに相当する職務
人 ％ 円

区　　分

６　級 困難な業務を所掌する課長の職務又はこれに相当する職務
人 ％ 円

円

15 1.3 413,000 478,200

５　級
１　課長の職務又はこれに相当する職務
２　困難な業務を処理する副課長の職務又はこれに相当する職務

人 ％ 円

円

35 3.1 366,200 456,200

４　級
１　副課長の職務またはこれに相当する職務
２　困難な業務を分掌する係長の職務又はこれに相当する職務

人 ％ 円

円

67 5.9 320,600 425,200

３　級
１　係長の職務又はこれに相当する職務
２　主任の職務又はこれに相当する職務

人 ％ 円

円

90 8.0 289,200 408,400

２　級 高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務
人 ％ 円

円

１　級 一般的な業務を行う主事及び技師の職務
人 ％ 円

円

56 5.0 185,800 307,800

347 30.8 261,900 395,800

407 36.1 222,900 354,700

円

110 9.8 135,600 243,700

円

１級. 9.8% １級. 7.9% １級. 3.2%

２級. 5.0% ２級. 3.5%

２級. 6.0%

３級. 36.1%
３級. 38.6% ３級. 41.6%

４級. 30.8% ４級. 30.2% ４級. 27.6%

５級. 8.0% ５級. 10.0% ５級. 10.7%

６級. 5.9% ６級. 5.6% ６級. 7.0%
７級. 3.1% ７級. 3.1% ７級. 2.6%

８級. 1.3% ８級. 1.2% ８級. 1.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成２４年度） 　１人当たり平均支給額（平成２４年度）

千円 千円

　（平成２４年度 支給割合） 　（平成２４年度 支給割合） 　（平成２４年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 　5～15％ ・役職加算　 　5～20％ ・役職加算　 　5～20％

・管理職加算 　　― ・管理職加算 ・管理職加算 　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　１　勤務成績の評定の実施状況

　地方公務員法第４０条に基づき、平成１３年度から一般職員に対し９月３０日及び３月１日を評定日として年２回

の人事評価を実施しています。

　２　勤勉手当への勤務実績の反映状況

　管理職については、直前の人事評価に基づき、成績率を決定しています。

　一般職については、人事評価の反映についてはまだ実施していませんが、懲戒処分を受けた職員については勤務成績

良好でないと判断し、成績率を決定しています。

（2）退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。

（3）地域手当 （平成２５年４月１日現在）

千円

千円

％医師 15 ％ 10 人 15

％
大阪府大阪市 15 ％ 0 人 15 ％

東京都特別区 18 ％ 3 人 18

　　支給実績（平成２４年度決算） 11,264
　　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 866

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

55.86 55.86 55.86 55.86

2,246 26,367

32.83 38.955 32.83 38.955

46.55 55.86 46.55 55.86

10%

佐　　賀　　市 国

 勤続 ２０年 23.03 28.7875  勤続 ２０年 23.03 28.7875

2.60 1.35

1.45 0.65 1.45 0.65 1.45 0.65

2.60 1.35 2.60 1.35

佐　　賀　　市 佐　　賀　　県 国

1,386 1,548 ―
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（4）特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在）
　　支給実績（平成２４年度決算） 千円

　　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 　円

　　職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） 　％

　　手当の種類（手当数） 種類

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）時間外勤務手当 には休日給を含みます。                                                                               

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 315

支給実績（平成２３年度決算） 493,453

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） 286

　衛生センター汚泥
　分離層内清掃作業手当

　技能労務職
 衛生センター汚泥分離層内の清掃作業の業務に
従事したとき

5  日額460円

支給実績（平成２４年度決算） 532,498

　夜間看護手当 　医療職
 看護師等が正規の勤務時間による勤務が午後１０
時から翌朝午前５時までの間になる看護の業務に従
事したとき

3,388  日額2,400円

　衛生センター焼却炉整備
　作業手当

　技能労務職  衛生センター焼却炉整備作業業務に従事したとき 26  日額460円

　特殊現場作業手当 　医療職
 自動車運転手及び特殊な勤務に従事することを命
ぜられた職員が、これらの職務に従事した場合。

162  日額150円

　緊急診療等手当 　医療職
 緊急の呼び出しに応じて、正規の勤務時間外に診
療等の業務に従事したとき

235
 日額3,500～7,000円（医師）
 日額3,000～6,000円（医師以外）

　検査業務手当 　医療職 検査技師等が検査業務に従事した場合。 246  日額350円

　薬業手当 　医療職 薬剤師が薬務業務に従事した場合。 159  日額350円

　派遣診療手当 　医療職
 医師が病院外へ派遣されて嘱託医として診療を
行った場合。

1,510  日額10,000円

　放射線取扱手当 　医療職
診療放射線技師その他の職員がエックス線その他
の放射線を人体に対して照射する作業に従事した
場合。

283
 日額550円（技師）
 日額230円（技師以外）

　資格手当 　一般職
 土木、建築又は電気に関する国家検定資格を有す
る職員が検査、監督又は調査の業務に従事した場
合。

468
 月額
　4,000円～5,000円

　道路、河川等現場作業手当　技能労務職
道路、河川、橋梁等の土木現場作業の業務に従事
した場合。

1,421  日額310円

　保健指導業務手当 　一般職
 保健師が結核患者等の家庭を訪問し、当該患者等
の保健指導の業務に従事した場合。

22  日額230円～290円

　高所作業手当 　一般職
 地上１０メートル以上の足場の不安定な場所で工事
の検査、調査、指導、監督等に従事した場合。

9  日額220円～320円

　つくし斎場業務手当
　一般職
　技能労務職

 つくし斎場における火葬に関する業務に従事した
場合。

792  日額680円

　災害応急作業手当
　一般職
　技能労務職

 佐賀市災害本部が設置され、規則で定める気象条
件の下において災害対策のために屋外作業に従事
した場合。

162  日額350円

  廃棄物処理作業手当 　技能労務職
 塵芥の収集及び処理等都市清掃作業の業務に従
事した場合。
 し尿等の処理作業の業務に従事した場合

10,840  日額520円～580円

　用地交渉業務手当 　一般職
 公共事業に伴う土地、建物等の取得等の交渉業務
に従事した場合。

80  日額250円

　社会福祉業務手当 　一般職
 保健福祉部の職員で、生活扶助に係る指導・相談・
調査又は老人福祉施設への入居措置に関する業務
に従事した場合。

2,514
 月額
  2,400円～8,000円

　死亡人取扱作業手当
　一般職
　技能労務職

 死亡人の取扱作業に従事した場合。 9  一体3,000円

　税務等事務手当 　一般職
 市税又は国保税に関する、徴収、財産差押の事務
に従事した場合。

1,320  日額1,350円

　伝染病疫病作業手当
　一般職
　技能労務職

 伝染病患者（疑似患者を含む）の救護、物件の処
理作業に従事した場合。

―  日額290円

23,651

93,484

15.0

21

手当の名称 支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（２４年度決算）
支 給 単 価

5



（6）その他の手当（平成２５年４月１日現在）

　・配偶者 13,000円

　・配偶者以外の扶養親族  6,500円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 11,000円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得

ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する

ことを状況とする職員に支給

　・定額 23,000円

　・加算限度額 45,000円

　祝日法による休日等及び年末年始の休日等に

おいて、正規の勤務時間中に勤務した職員に

支給

　勤務１時間当たりの給与額×1.35×時間数

　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の

午前５時までの間に勤務した職員に支給

　勤務１時間当たりの給与額×0.25×時間数

　宿日直勤務を命ぜられ勤務した職員に支給

　・一般の宿日直 4,200円

　・特別の宿日直 支給限度額　30,000円

　管理職手当てについては、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の5～15％

を減額。

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後

部長級 90,000円 76,500円 75,429円

副部長級 74,000円 62,900円 62,019円

本庁課長級 63,000円 56,700円 55,906円

参事等 48,000円 45,600円 44,961円

　・部長級 円

　・副部長級及び支所長 円

　・本庁課長及び副支所長 円

　・本庁参事（６級）及び支所課長 円

　・参事 円

　・診療所長 円

　・病院 院長 円

副院長（医療職） 円

主任医長 円

総看護師長、技術主幹等 円

（注）休日給の支給実績等 については、(5)時間外勤務手当をご覧ください。                                                                               

6,000

6,000

8,000

6,000

5,000

6,000

12,000

10,000

円

　管理職員特別
　勤務手当

10,000

異なる 支給額 4,276 千円 194,364 円

9,000

　管理職手当 異なる 支給額 108,720 千円 671,108

円

　宿日直手当 同じ ― 3,920 千円 653,333 円

　夜勤手当 同じ ― 4,095 千円 141,205

円

　休日給 同じ ― ― 千円 ― 円

　単身赴任手当 同じ ― 2,192 千円 730,667

円

　通勤手当
一部

異なる

交通用具
利用者の
距離区分

87,912 千円 72,118 円

　住居手当 同じ ― 114,387 千円 299,443

（２４年度決算）

　扶養手当 同じ ― 216,873 千円

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （２４年度決算） 平均支給年額

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

253,356 円
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５　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

※市長２０％、副市長１０％の減額措置中。（Ｈ18.1.1～Ｈ25.10.22）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

（平成２４年度　支給割合）

※減額後の給料月額により算出。

（平成２４年度　支給割合）

　　　　　（算定方式）

×50/100 円

×30/100 円

※減額後の給料月額により算出。

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額です。                                 

任期毎

備　　考

（支給時期）

市 長 831,200 ×在職月数 19,948,800 任期毎

副 議 長
2.95 月分

議 員

退
職
手
当

（１期の手当額）

副 市 長 738,000 ×在職月数 10,627,200

―

期
末
手
当

市 長
2.95 月分

副 市 長

備　　考

議 長

―

議 員 553,000 606,000 360,000

副 議 長 607,000 663,000 385,000

820,000

備　　考

報

酬

議 長 692,000 739,000 445,000

―

1,039,000

副 市 長 738,000 940,000 548,100

区　　　分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　給料月額等

（参考）類似団体における最高／最低額

給

料

市 長 831,200 1,100,000 275,400
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６　職員数の状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

事務の統廃合縮小

民間企業への派遣

業務増（法改正対応等）

業務増（権限委譲等）

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人
　　（類似団体の人口１万人当たり職員数　 人）

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人
　　（類似団体の人口１万人当たり職員数　 人）

　

事務の民間等委託

 ＜参考＞

　人口１万人当たり職員数 人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2)年齢別職員構成の状況（平成２５年４月１日現在）

183 194 26 1,835

人

3 49 138 89 124 271 278 242 238

人 人 人 人 人 人
５５歳 ５９歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人

未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳

～～～～～～
４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

計～～～～

77.75

区分
２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳

合　　計
1,835 1,839 △ 4

[1,917] [1,917]

その他 96 96 0

小　計 358 359 △ 1

交　通 43 44 △ 1

下水道 60 60 0

61.48
病　院 88 88 0

水　道 71 71 0

消防部門 0 0 0

小　計 1,477 1,480 △ 3 62.58

53.60

44.66
教育部門 212 210 2 業務増（ICT対応等）

衛　生 206 206 0

計 1,265 1,270 △ 5

土　木 189 188 1

民　生 234 232 2

農林水産 127 127 0

商　工 53 52 1

税　務 122 122 0

労　働 3 3 0
一
般
行
政
部
門

議　会 13 13 0

総　務 318 327 △ 9

　　　　　　　　区分
　部門

職　員　数 対前年
主 な 増 減 理 由

平成２５年 平成２４年 増減数

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20

歳

未

満

20

｜

23

24

｜

27

28

｜

31

32

｜

35

36

｜

39

40

｜

43

44

｜

47

48

｜

51

52

｜

55

56

｜

59

60

歳

以

上

構成比

5年前の構成比

%
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(3)職員数の推移

平成２０年

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

(△ 5.2)

(△ 10.3)

総合計 職員数 1,935 1,901 1,860 1,845 1,839 1,835 △ 100

(△ 3.8)

公営企業等
会計

職員数 399 395 382 382 359 358 △ 41

一般会計計 職員数 1,536 1,506 1,478 1,463 1,480 1,477 △ 59

(△ 12.0)

消　防 職員数

(△ 2.3)

教　育 職員数 241 233 226 215 210 212 △ 29

過去5年間
の増減数（率）

一般行政 職員数 1,295 1,273 1,252 1,248 1,270 1,265 △ 30

　　　　　　　　年度
　 部門別

平成２１年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年
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７　公営企業職員の状況
　(1)　交通事業
  　 ① 職員給与費の状況

　ア　決算

Ａ B Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 　％ 　％

Ａ

　人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２５年３月３１日現在の人数です。

　イ　 特記事項

現在行っている給与の減額措置は、以下のとおりです。

　交通局長の給料の３０％を減額

　給料を３％減額

　管理職手当を２０％減額

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在）

歳 円

歳 円

(うちバス事業運転手）

歳 人 円 円

歳 人 円 円

歳 円

円 円

（注）１ 「基本給」とは、給料及び扶養手当の合算額です。  

　　　2　「平均月収額」とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などの全ての

　　　　諸手当を含んだ１人あたりの平均年収額を１２で除したものです。

　　　３　民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。

        　（平成22年～24年の３ヶ年平均）
　　　４ 民間従業員データの基礎となる労働者は、①期間を定めずに雇われている労働者、②１か月を超える
　　　　期間を定めて雇われている労働者、③日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち
　　　　４月及び５月に、それぞれ１８日以上雇用された労働者のいずれかに該当する労働者（短時間労働者を
　　　　除く。）をいうが、本市データの基礎となる職員は、民間労働者の①に該当する職員のみであり、②又は
　　　　③に該当する職員（嘱託）はデータの基礎から除いています。
　　　５　民間の類似職種との比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している
　　　　ものではありません。

佐賀市交通局 6,304,452 3,471,108 1.82

区　　分

参　　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

Ｃ／Ｄ

佐賀市
営業用
バス運転者

50.7 289,259 1.82

市 町 村 平 均 ― ― ― ―

区　　分

民 間 参考

対応する民間 平均年齢 平均月収額 Ａ／Ｂ
の類似職種 （Ｂ）

佐賀市交通局 47.8 35 333,311 525,371

市 町 村 平 均 46.4 45 316,884 514,312

区　　分

公 務 員

平均年齢 職員数 基本給 平均月収額
（Ａ）

佐 賀 市 交 通 局 48.6 341,949 536,381 円

市 町 村 平 均 46.0 324,058 512,484 円

区分 減 額 措 置 内 容

特別職

一般職

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平 均 月 収 額

24年度
千円

43 174,032 44,685 61,211 279,928 6,510 6,457

区　分
職員数 給 与 費 １ 人 当 た り （参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)
平均　１人当たり給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

23年度の総費用に占

める職員給与費比率

24年度
868,062 △ 24,463 581,849 67.0 66.1

区　分
　総　費　用

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

  質収支　 職員給与費比率
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 ③ 職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成24年度） 　１人当たり平均支給額（平成24年度）

千円 千円

　（平成24年度 支給割合） 　（平成２３年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 ５～１５％ ・役職加算　 ５～１５％

・管理職加算 ― ・管理職加算 ―

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。

　ウ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

　エ　その他の手当（平成２５年４月１日現在）

　・配偶者 円

　・配偶者以外の扶養親族 円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　管理職手当てについては、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の20％を減額。

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後

副局長 74,000円 59,200円 58,371円

課長 63,000円 50,400円 49,694円

参事 48,000円 38,400円 37,862円

円

　管理職手当 異なる 支給額 0 千円 0 円

千円 258,000 円

　通勤手当 同じ ― 2,584 千円 63,024

11,000

　住居手当 同じ ― 1,806

（２４年度決算）

　扶養手当

13,000

同じ ― 11,859 千円 289,244 円

6,500

手　当　名 内容及び支給単価 制度との異同 制度との異同 （２４年度決算） の平均支給年額

職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 707

一般行政職の 一般行政職の 支給実績 支給職員1人当たり

支給実績（平成24年度決算） 41,881

職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 838

支給実績（平成23年度決算） 34,660

55.86 55.86 55.86 55.86

14,640 - 2,246 26,367

32.83 38.955 32.83 38.955

46.55 55.86 46.55 55.86

 勤続 ２０年 23.03 28.7875  勤続 ２０年 23.03 28.7875

1.45 0.65 1.45 0.65

佐 賀 市 交 通 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

1,424 1,386

2.60 1.35 2.60 1.35

佐 賀 市 交 通 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）
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　(2)　水道事業

  　 ① 職員給与費の状況
　ア　決算

Ａ B Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 　％ 　％

Ａ

　人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２５年３月３１日現在の人数です。

　イ　 特記事項

現在行っている給与の減額措置は、以下のとおりです。

　水道局長の給料の10％を減額

　管理職手当を5～15％減額、50歳以上の特定職員の給料及び管理職手当を1.4％減額

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均年齢」は、１０進法で表示しています。  

　　　２　「基本給」とは、給料及び扶養手当の合算額です。  

　　　３　「平均月収額」とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などの全ての

　　　　諸手当を含んだ１人あたりの平均年収額を１２で除したものです。

 ③ 職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成２４年度） 　１人当たり平均支給額（平成２４年度）

千円 千円

　（平成２４年度 支給割合） 　（平成２４年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 ５～１５％ ・役職加算　 ５～１５％

・管理職加算 ― ・管理職加算 ―

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。

　ウ　地域手当（平成２５年４月１日現在）

％

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 佐賀市（支給率）

東京都特別区 18 ％ 1 人 18

支給実績（平成２４年度決算） 686 千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成２４年度決算） 686 千円

55.86 55.86 55.86 55.86

- 27,107 2,246 26,367

32.83 38.955 32.83 38.955

46.55 55.86 46.55 55.86

 勤続 ２０年 23.03 28.7875  勤続 ２０年 23.03 28.7875

1.45 0.65 1.45 0.65

佐 賀 市 上 下 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

佐 賀 市 上 下 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

1,543 1,386

2.60 1.35 2.60 1.35

佐 賀 市 上 下 水 道 局 44.1 361,677 549,874

市 町 村 平 均 45.2 353,532 520,694

区分 減額措置内容

特別職
一般職

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平 均 月 収 額

24年度
千円

71 299,510 59,398 109,585 468,493 6,598 6,457

区　分
職員数 給 与 費 １ 人 当 た り （参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)
平均　１人当たり給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

める職員給与費比率

24年度
3,747,728 416,473 627,198 16.7 16.4

区　分
　総　費　用

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）
  質収支　 職員給与費比率 23年度の総費用に占
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　エ　特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在）

支給実績（平成２４年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） 　％

手当の種類（手当数） 種類

手当の名称

　交替勤務手当

　危険手当

　選任手当

　資格手当

　オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

　カ　その他の手当（平成２５年４月１日現在）

　・配偶者 円

　・配偶者以外の扶養親族 円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得

ない事情により配偶者と別居し、単身で生活する

ことを状況とする職員に支給

・定額

・加算限度額

　管理職手当については、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の5～15％

を減額。 ※減額期間：Ｈ18.1.1～

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後
副局長・副理事 74,000円 62,900円 62,019円
課長・所長 63,000円 56,700円 55,906円
参事 48,000円 45,600円 44,961円

　・副局長及び副理事 円

　・課長及び所長 円

　・参事 円

　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の

午前５時までの間に勤務した職員に支給

　勤務１時間当たりの給与額×0.25×時間数

円

0 円8,000

6,000

　夜間勤務手当 同じ ― 2,396 千円 239,639

　管理職員特別
　勤務手当

9,000

同じ ― ― 千円

円

23,000円

45,000円

　管理職手当 同じ ― 5,120 千円 639,959 円

　単身赴任手当 同じ ― 696 千円 696,000

千円 308,203 円

　通勤手当 同じ ― 3,181 千円 53,918 円

11,000

　住居手当 同じ ― 5,548

（２４年度決算）

　扶養手当

13,000

同じ ― 12,694 千円 275,957 円

6,500

支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 制度との異同 制度との異同 （２４年度決算） の平均支給年額

支給実績（平成２３年度決算） 25,190

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） 340

一般行政職の 一般行政職の 支給実績

土木等の国家検定資格を
有する職員

一級土木施工管理技士 　月額　4,000円

支給実績（平成２４年度決算） 27,456

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 387

千円―

法令により選任を必要と
する職務に従事し、管理
者が指定した職員

酸素欠乏危険作業主任者、特定化
学物質等作業主任者

72 千円 　月額　3,000円

浄水課に勤務する交替勤
務職員

交替勤務に従事した場合 1,370 千円 　１回　　550円

浄水課等に勤務する職員

高圧受電設備の保守等作業、劇毒
物取扱作業、酸欠の危険性を有す
る場所での作業、異常気象下での
応急作業、高所での作業に従事した
場合

179 千円 日額 180～350円

1,621

70,481

32.4

4

支給対象職員 主な支給対象業務
支 給 実 績
24年度決算 支 給 単 価
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　(3)　下水道事業

  　 ① 職員給与費の状況
　ア　決算

Ａ B Ｂ／Ａ

千円 千円 千円 　％ 　％

Ａ

　人 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成２５年３月３１日現在の人数です。

　イ　 特記事項

現在行っている給与の減額措置は、以下のとおりです。

　管理職手当を5～15％減額、50歳以上の特定職員の給料及び管理職手当を1.4％減額

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２５年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均年齢」は、１０進法で表示しています。  

　　　２　「基本給」とは、給料及び扶養手当の合算額です。  

　　　３　「平均月収額」とは、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当などの全ての

　　　　諸手当を含んだ１人あたりの平均年収額を１２で除したものです。

 ③ 職員の手当の状況

　ア　期末手当・勤勉手当

　１人当たり平均支給額（平成２４年度） 　１人当たり平均支給額（平成２４年度）

千円 千円

　（平成２４年度 支給割合） 　（平成２４年度 支給割合）

　 期末手当 勤勉手当 　 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

　（加算措置の状況） 　（加算措置の状況）

　職制上の段階、職務の級等による加算措置 　職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　 ５～１５％ ・役職加算　 ５～１５％

・管理職加算 ― ・管理職加算 ―

（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　イ　退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　　 自己都合 　 勧奨・定年

月分 月分 月分 月分

 勤続 ２５年 月分 月分  勤続 ２５年 月分 月分

 勤続 ３５年 月分 月分  勤続 ３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

　その他の加算措置 　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算） 　定年前早期退職特例措置　（2％～20％加算）

１人当たり平均支給額 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成２４年度に退職した職員に支給された平均額です。

55.86 55.86 55.86 55.86

- 26,458 2,246 26,367

32.83 38.955 32.83 38.955

46.55 55.86 46.55 55.86

 勤続 ２０年 23.03 28.7875  勤続 ２０年 23.03 28.7875

1.45 0.65 1.45 0.65

佐 賀 市 上 下 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

佐 賀 市 上 下 水 道 局 佐 賀 市 （ 一 般 職 ）

1,473 1,386

2.60 1.35 2.60 1.35

佐 賀 市 上 下 水 道 局 43.9 352,261 520,118

市 町 村 平 均 44.0 349,691 516,750

区分 減額措置内容

一般職

区　　分 平 均 年 齢 基 本 給 平 均 月 収 額

24年度
千円

60 245,756 40,371 88,358 374,485 6,241 6,457

区　分
職員数 給 与 費 １ 人 当 た り （参考）

類似団体：一般市(Ⅳ-1)
平均　１人当たり給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　　Ｂ 給与費　Ｂ／Ａ

23年度の総費用に占
める職員給与費比率

24年度
5,106,158 69,385 266,656 5.2 ―

区　分
　総　費　用

純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）
  質収支　 職員給与費比率
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　ウ　特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在）

支給実績（平成２４年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２４年度） 　％

手当の種類（手当数） 種類

手当の名称

　危険手当

　下水道人孔内作業手当

　資格手当

　エ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日給を含みます。

　オ　その他の手当（平成２５年４月１日現在）

　・配偶者 円

　・配偶者以外の扶養親族 円

　※配偶者がいない場合：

　　　　　　　　　　扶養親族１人目 円

　※１６歳から２２歳までの子：

　　　　　　　　　　１人につき　 5,000円加算

　・借家、借間 支給限度額　27,000円

 ６カ月定期券代又は通勤距離に応じて支給

　　（通勤距離２ｋｍ未満は支給なし）

　・交通機関利用者（電車・バス等）：

支給限度額　55,000円

　・交通用具利用者（自動者・バイク等）：

2,200円～38,400円

　管理職手当については、次のとおり減額

措置を実施している。

①厳しい財政状況に鑑み、手当額の5～15％

を減額。 ※減額期間：Ｈ18.1.1～

②50歳を超える6級以上の職員については、

さらに1.4％減額。

①の ②の

手当額 減額後 減額後
副局長・副理事 74,000円 62,900円 62,019円
課長・所長 63,000円 56,700円 55,906円
参事 48,000円 45,600円 44,961円

　・副局長及び副理事 円

　・課長及び所長 円

　・参事 円

円

　管理職員特別
　勤務手当

9,000

同じ ― ― 千円 0 円

　管理職手当 同じ ― 2,086 千円 695,324

8,000

6,000

千円 282,873 円

　通勤手当 同じ ― 3,643 千円 70,061 円

11,000

　住居手当 同じ ― 6,223

（２４年度決算）

　扶養手当

13,000

同じ ― 11,430 千円 300,789 円

6,500

一般行政職の 一般行政職の 支給実績 支給職員1人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 制度との異同 制度との異同 （２４年度決算） の平均支給年額

職員１人当たり平均支給年額（平成２４年度決算） 277

支給実績（平成２３年度決算） －

職員１人当たり平均支給年額（平成２３年度決算） －

土木等の国家検定資格を
有する職員

一級土木施工管理技士 96 千円 　月額　4,000円

支給実績（平成２４年度決算） 16,632

下水浄化センター等に勤
務する職員

高圧受電設備の保守等作業、劇毒
物取扱作業、酸欠の危険性を有す
る場所での作業、異常気象下での
応急作業、高所での作業に従事した
場合

日額 180～350円

下水道工務課等に勤務
する職員

現に共用している下水道人孔内で
調査・検査に従事した場合

261 千円 　日額　　370円

千円―

357

14,274

41.7

3

支給対象職員 主な支給対象業務
支 給 実 績
24年度決算 支 給 単 価
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